
令和８年４月１日の民法改正により、父母の離婚後、未成年のこども令和８年４月１日の民法改正により、父母の離婚後、未成年のこども
の親権者を父母双方またはその一方のみと定めをすることが出来るよう
になります

未成年のこどもの親権について
（大切なお知らせ）

お問い合せ （平日８：３０～１７：１５）
鹿児島市役所市民課戸籍係 ０９９－２１６－１２２０（直通）

父母がその協議により、親権者を父母双方とするか、その一方とする
か定めます

父母の協議が整わない場合や裁判離婚の場合

親権者の変更
離婚後の親権者については、こどもの利益のために必要があると認め
るときは、家庭裁判所がこども自身やその親族の請求により親権者の
変更をすることが出来ます
（例 父母の一方から他方、父母の一方から双方等）

☟法務省パンフレット

親権者の定め方

協議離婚の場合

家庭裁判所が、父母とこどもとの関係や、父と母との関係など様々な
事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方と
するか、その一方とするか定めます

☟裁判所ホームページ

令和8年4月1日以降に離婚する際、未成年のこどもがいる方は別紙
の添付が必要になります
裏面に記載例がありますので、離婚届とあわせて別紙をご提出くだ
さい
別紙のご提出がされないと受理出来ない場合がございます
ご不明点等ございましたら市民課戸籍係へお問い合わせください



鹿児島翔 鹿児島さくら

✔ ✔

鹿児島　太郎 鹿児島　花子

✔

✔

✔

、

記入例

該当するところに必ず✔をしてください

該当するところに未成年のこどもの氏名を記入してください

必ずそれぞれ自署してください

令和8年4月1日以降に離婚届出をする際、未成年のこどもがいる方は離婚届とあわせてこの
別紙を提出してください
ご提出がされないと離婚届を受理出来ない場合がございます
離婚届と別紙それぞれに夫及び妻の署名が必要です


